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自然環境局野生生物課

１．事業の概要

（１）特定外来生物防除直轄事業

以下の重点地域において環境省直轄により防除事業を実施する。

①奄美大島及び沖縄本島やんばる地域において、希少野生動物等を捕食す

るジャワマングースの完全排除を目指し、集中的なワナの配置や移動抑

制柵の設置など戦略的に防除事業を実施する。

②西表島において毒を持つオオヒキガエルの侵入を防止するためのモニタ

リング及び防除事業を実施する。

③皇居外苑濠においてブルーギル等外来魚の駆除及び調査捕獲を行う。

（２）広域分布外来生物防除モデル事業

都道府県の区域を越えて広域に分布して被害を及ぼしているアライグマ

について、地方公共団体と連携した防除のためのモデル事業を実施する。

その成果を防除手法のマニュアルとしてとりまとめ、各地の防除に活用す

る。

２．事業計画 （年度）
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(1)特定外来生物防除直轄事業

①沖縄・奄美地方ﾏﾝｸﾞｰｽ防除

②西表島ｵｵﾋｷｶﾞｴﾙ防除・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

③皇居外苑壕外来生物駆除

(2)広域分布外来生物防除モデル事業

３．施策の効果

重点地域における集中的な防除の実施により、完全排除への道筋をつける

とともに、国や地方公共団体等、各主体の役割に応じた総合的・効果的な防

除の推進方策を明らかにすることにより、外来生物による日本の生態系等に

係る被害を低減し、被害の拡大防止を図る。
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２．特定外来生物防除等推進事業

広域分布外来生物防除モデル事業

（重要生態系重点地域）
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１．外来生物対策基盤整備・管理事業

外来生物対策の情報基盤整備

外来生物対策の実施管理

特定外来生物の飼養等情報のデータベース
システムの開発と運用

外来生物対策の知見や情報を国民・関係
機関と共有するネットワークの整備

特定外来生物の選定、飼養基準の策定
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